
東京都品川区大崎一丁目15番９号

代表取締役社長　嶋　山　芳　夫

2022年６月10日
（証券コード 7916）

株　主　各　位

第120回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第120回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年６月28日（火曜日）
午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記
１．日　　時　2022年６月29日（水曜日）午前10時
２．場　　所　東京都品川区大崎一丁目15番９号　当社１階光村グラフィック・ギャラリー
　　　　　　　（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）
３．目的事項
　　　報告事項　第120期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
　　　　　　　　  事業報告の内容、計算書類の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監

査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　　決議事項
　　　第１号議案　剰余金の処分の件
　　　第２号議案　定款一部変更の件
　　　第３号議案　取締役７名選任の件
　　　第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　　　第５号議案　資本金の額の減少の件 
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４．議決権の行使についてのご案内
（1）書面による議決権の行使の場合
　  　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月28日（火曜日）

午後６時までに到着するようご返送ください。
（2）インターネットによる議決権の行使の場合
　  　インターネットにより議決権を行使される場合には、４頁の「インターネットによる議決権行
使のお手続きについて」をご高覧のうえ、2022年６月28日（火曜日）午後６時までに行使して
ください。

（3）重複して議決権を行使された場合のお取り扱い
　  　書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるも

のを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決
権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

以　上

　株主総会にご出席の株主様へのお土産の提供はいたしておりませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
　当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の株
主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
ト（https://www.mitsumura.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。したがって、本招集
ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.mitsumura.co.jp/）に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について
　引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されております。感染予防の観点から、可能な限り株主総会へのご来場を見
合わせいただき、郵送又はインターネットによる議決権の事前行使のご利用を、ご推奨申し上げます。
　株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会当日までの新型コロナウイルス感染症の流行状況や
ご自身の健康状態にご留意のうえ、くれぐれも無理をなされませんようお願い申し上げます。
　当日の株主総会の運営については、次の対応をとらせていただく予定でございます。あらかじめご了承ください。
　①�ご来場の方には、検温、マスクの着用や手指のアルコール消毒など、感染拡大防止のための措置に、ご協力をお願いいたします。
　②�当社役員、運営スタッフにつきましては、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応させていただきます。
　③�体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声がけさせていただき、入場をお断りさせていただく場合がございます。
　④�株主総会の議事進行は開催時間を短縮できるよう取り組みますので、ご協力をお願いいたします。
　　�なお、今後の状況により、本株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（https://

www.mitsumura.co.jp/）にてお知らせいたします。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第1号議案
▶賛成の場合　：「賛」の欄に〇印
▶反対する場合：「否」の欄に〇印
第3号議案
▶全員賛成の場合　：「賛」の欄に〇印
▶全員反対する場合：「否」の欄に〇印
▶一部の候補者を反対する場合：「賛」の欄に〇印をし、
　反対する候補者の番号をご記入ください

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

日　時 行使期限 行使期限

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示のうえ、
ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案
に対する賛否をご入力ください。

2022年6月29日（水曜日）
午前10時

2022年6月28日（火曜日）
午後6時到着分まで

2022年6月28日（火曜日）
午後6時入力完了分まで

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使
としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効
な議決権行使としてお取り扱いいたします。

※議決権行使書はイメージです。

見本
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま
すようお願い申し上げます。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、
「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。
※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

QRコードを読み取る
お手持ちのスマートフォンにて、同封の議
決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン
用QRコード」を読み取る。

2回目以降のログインの際は、次ページに記載
のご案内に従ってログインしてください。

画面の案内に従って
行使完了です。

議決権行使書副票（右側）

ヘルプデスク
（三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部）

　��0120-173-027
（通話料無料/受付時間 9:00 ～ 21:00）

システム等に関するお問い合わせ

QRコードを読み取る方法

見本

「ログイン用QRコード」はこちら

議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダーへのインターネット接続料
金及び通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
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議決権行使書ウェブサイトにアクセスする

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

議決権行使書副票（右側）

議決権行使書ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

ログインID・仮パスワードを入力する方法

見本

「次の画面へ」をクリック

お手元の議決権行使書用紙の
副票（右側）に記載された

「ログインID」及び「仮パスワード」を入力
ログイン I D、パスワードをご入力のうえ、「ログイン」を選択してください。

パスワードを変更される場合は、ログインIDおよび現在ご登録されている
パスワードをご入力のうえ、「パスワード変更」を選択してください。

ログイン I D

パスワード
または仮パスワード

（４桁区切りで入力してください）
（半角）

（半角） ログイン

パスワード変更

「ログイン」をクリック

「新しいパスワード」と
「新しいパスワード（確認用）」の両方に入力

新しいパスワード（確認用）
新しいパスワード
現在のパスワード

（半角）

（半角）

（半角）

送　信

「送信」をクリック

「ログインID」
「仮パスワード」は
こちら
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添付書類
事　　業　　報　　告

（　　　　　）2021年４ 月 １ 日から
2022年３月31日まで

Ⅰ．企業集団の現況
１．当連結会計年度の事業の状況

（1）事業の経過及び成果
　  　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が一時的に緩和傾

向となる局面も見られましたが、ロシアによるウクライナへの侵攻による世界情勢の緊張に起因
する原油価格の高騰や急激な円安の影響を受けて、原材料価格や物流コストが増加し、先行きに
つきましては、以前にも増して不透明な状況となっています。

　  　印刷業界におきましては、電子書籍市場やインターネット広告市場の拡大による紙媒体の需要
減少に加え、原材料価格などの高騰も重なり、依然として厳しい状況が続きました。

　  　当社におきましては、セールスプロモーション部を中心にマーケティング戦略を推し進め、能
動的な企画立案や顧客課題解決提案に取り組むとともに、インパクトのある表現が可能なパノラ
マ印刷の拡販にも努めています。生産部門においては敷地を売却した草加工場の機能を、連結子
会社の新村印刷株式会社が保有する狭山工場の敷地内に建設する新工場への移転に向けた準備を
進めており、2022年９月までに竣工予定としています。

　  　電子部品製造事業に含まれるエッチング精密製品については、営業・設計・検査・品質保証に
特化し、製造については協力会社へ完全委託する「ファブレス体制」へ移行しました。また、前
連結会計年度において撤退することを意思決定しましたフラットパネルセンサー事業について
は、当連結会計年度末に生産を終了しました。

　  　環境に配慮した取り組みとして進めています「グリーンプリンティング認定」については、当
連結会計年度においては狭山工場にて取得しました。

　  　また、収益構造の再構築をめざし希望退職の募集を実施するとともに、経営資源の選択と集中
の一環として、当社グループが行っていた保険代理店事業を譲渡しました。
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　  　以下、当連結会計年度の業績についてご報告申し上げます。
　  　印刷事業は、売上高は142億93百万円（前年同期は144億30百万円）と横ばいでしたが、物

流伝票の生産量増加、人件費の減少等により、営業利益は２億26百万円（前年同期は５億21
百万円の損失）となりました。

　  　電子部品製造事業は、フラットパネルセンサー事業の生産を当連結会計年度末に終了したこと
もあり、売上高は７億33百万円（前年同期は11億29百万円）、営業損失は３億90百万円（前年
同期は３億96百万円の損失）となりました。

　  　不動産賃貸等事業は、売上高は５億15百万円（前年同期は５億20百万円）、営業利益は３億
84百万円（前年同期は３億75百万円）となりました。

　  　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は154億12百万円（前年同期は159億37百万 
円）となり、印刷事業の収益改善により損益面では営業利益２億20百万円（前年同期は５億42
百万円の損失）、経常利益４億16百万円（前年同期は２億28百万円の損失）となり、資産の効
率化及び財務体質の強化を図るために投資有価証券の一部を売却したことに伴い投資有価証券売
却益３億１百万円を特別利益に計上し、一方、上記希望退職募集に伴い発生した退職加算金等
３億54百万円を特別損失に計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益49百万円（前年同
期は７億99百万円）となりました。

業績の推移

区　　　分 前　　　期 当　　　期 増　減　比

売 上 高 15,937,469千円 15,412,550千円 3.3％減
営業利益または営業損失 △542,792千円 220,955千円 －
経常利益または経常損失 △228,581千円 416,494千円 －
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 799,478千円 49,625千円 93.8％減
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（2）資金調達の状況
　  　当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

（3）設備投資の状況
　　当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　  　 当社グループの保険代理店事業について、収益構造改革の取り組みにおける経営資源の選択と

集中の一環として、2021年10月１日付でエムエスティ保険サービス株式会社に譲渡しました。
（5）他の会社の事業の譲受けの状況
　  　該当事項はありません。

（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　  　該当事項はありません。

事業区分別業績の推移

事業区分
売　　上　　高 営　業　利　益

前期 当期 増減比 前期 当期 増減比
千円 千円 千円 千円

印 刷 事 業 14,430,166 14,293,883 0.9％減 △521,744 226,921 －

電子部品製造事業 1,129,286 733,475 35.0％減 △396,339 △390,199 －

不動産賃貸等事業 520,046 515,852 0.8％減 375,291 384,233 2.3％増

調 整 額 (△142,030) (△130,662) － － － －

合　　計 15,937,469 15,412,550 3.3％減 △542,792 220,955 －
（注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29条 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、

当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

会社名 事業所名 事業区分 設備
の内容

投資予定額 着手
年月

完了予定
年月総額 既支払額

百万円 百万円

光村印刷株式会社 狭山工場 印刷事業 生産用 2,787 1,482 2021年7月 2022年9月
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（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　　  該当事項はありません。

２．直前三連結会計年度の財産及び損益の状況

（注）１．1 株当たり当期純利益または当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
　　　２． 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29条 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用して 

おり、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっており
ます。

年　　度

区　　分

2 0 1 9 年
３ 　 月 　 期

2 0 2 0 年
３ 　 月 　 期

2 0 2 1 年
３ 　 月 　 期

2 0 2 2 年
３ 　 月 　 期

第　117　期 第　118　期 第　119　期 第120期（当期）
売 上 高（千円） 17,760,699 18,127,867 15,937,469 15,412,550
経常利益または経常損失（千円） 114,063 △109,326 △228,581 416,494
親会社株主に帰属する当期
純利益または親会社株主に
帰 属 す る 当 期 純 損 失（千円）

110,400 △347,881 799,478 49,625

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
または当期純損失（円） 35.59 △113.45 260.98 16.20

総 資 産（千円） 28,166,205 25,238,831 29,873,162 27,102,916
純 資 産（千円） 17,125,058 15,472,055 17,783,235 17,186,833
１株当たり純資産額（円） 5,486.99 4,993.91 5,746.74 5,551.48
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３．重要な親会社及び子会社の状況
（1）親会社との関係
　  　当社は、親会社はありません。

（2）重要な子会社の状況

４．対処すべき課題
　日本経済は、新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ情勢等の動向、円安や原油高によ
る諸資材やエネルギー価格の高騰等により社会生活や経済活動が下振れする懸念を抱えており、当
社グループにおいても極めて厳しい経営環境が続くことが予想されます。
　デジタル技術の革新による社会構造の変化により、電子書籍やインターネット広告市場などは着
実に拡大しており、紙媒体の需要減少、競争激化による受注単価の下落など、依然として当社を取
り巻く環境は厳しさを増しております。
　このような状況下において、当社グループでは、全社員一丸となって変革の行動を加速し、新た
なビジネスモデルの構築と既存ビジネスの構造改革を進め、収益力強化の推進、持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

会　　社　　名 資　本　金 当社の出資比率 主要な事業内容
百万円 ％

印刷業：包装・パッケージ、
出版物・地図新 村 印 刷 株 式 会 社 100 100 

株 式 会 社 光 村 プ ロ セ ス 20 100 製版業
株 式 会 社 城 南 光 村 85 100 オフセット印刷業
光 村 商 事 倉 庫 株 式 会 社 20 100 倉庫及び運送業
株 式 会 社 メ デ ィ ア 光 村 60 100 映像制作業

株 式 会 社 大 洲 10 100 印刷物の企画立案、
ショッピングバッグ類の販売

群馬高速オフセット株式会社 80 65 新聞印刷業

10



　印刷事業では、営業面においては、セールスプロモーション部を中心にマーケティング戦略を推
し進め、顧客課題解決型の企画立案やデジタルコンテンツ・プロモーション企画による提案型営業
を強化し、紙媒体以外の受注獲得に取り組むとともに、新商材・サービスの開発に取り組んでまい
ります。
　生産面においては、連結子会社の新村印刷株式会社が保有する狭山工場の敷地内に、新たにビジ
ネスフォームに特化した新工場を2022年９月に竣工し、草加工場の機能を移転して2022年10月
からの本稼働を予定しております。受注拡大を見込むＣＶＳ（コンビニエンスストアで使用する透
明シート付配送伝票入れ袋）やラベル伝票をはじめとする物流関連、医療用添付文書などを製造す
る新工場の稼働を早期に軌道に乗せるとともに、商業印刷分野においてもグループ一体での生産体
制の整備を進め、事業全体の収益改善に努めてまいります。
　電子部品製造事業では、エッチング精密部品製造において、提携協力会社との生産協業体制をさ
らに発展させ、金属加工技術を活かした新たな提案営業を強化することで、受注拡大、事業利益の
増加に取り組んでまいります。
　不動産賃貸等事業においては、経営資源の有効活用及び財務体質の強化を図るため、不動産をは
じめとする現有資産の積極的な活用に取り組んでまいります。
　これらの施策により、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高150億円、営業利益３億
50百万円、経常利益４億20百万円、親会社株主に帰属する当期純利益１億80百万円を見込んでお
ります。株主の皆さまにおかれましては、今後とも引き続き倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう、
ひとえにお願い申し上げます。
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５．主要な事業内容（2022年３月31日現在）
　当社グループの行う事業は、製版・印刷・製本及びこれらに関連する付帯事業を中心とした印刷
事業（主要製品：新聞印刷、出版印刷物、宣伝用印刷物、業務用印刷物、伝票類、証券類、連続伝票、
包装・パッケージ、映像制作他）、電子部品製造事業（主要製品：エッチング精密製品）及び不動
産賃貸等事業（不動産賃貸、太陽光発電）であります。

６．主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）

光村印刷株式会社 当　社

本社 東京都品川区
大阪支店 大阪府大阪市中央区
川越工場 埼玉県川越市
草加工場 埼玉県草加市
那須工場 栃木県大田原市

新村印刷株式会社 子会社
本社 東京都品川区
工場 埼玉県狭山市

株式会社光村プロセス 子会社 本社工場 東京都品川区
株式会社城南光村 子会社 本社 東京都品川区

光村商事倉庫株式会社 子会社

本社 東京都品川区
京浜島営業所 東京都大田区
川越営業所 埼玉県川越市
草加営業所 埼玉県草加市
狭山営業所 埼玉県狭山市

株式会社メディア光村 子会社 本社スタジオ 東京都品川区

株式会社大洲 子会社
本社 東京都文京区
物流倉庫 宮城県大崎市

群馬高速オフセット株式会社 子会社 本社工場 群馬県藤岡市
（注）那須工場は、当連結会計年度末に生産を終了しました。
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７．使用人の状況（2022年３月31日現在）

８．主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

９．その他企業集団の現況に関する重要な事項
　記載すべき重要な事項はありません。

（注）  使用人数は、就業人員です。使用人数が、前連結会計年度末と比べて126名
減少しております。その主な理由は、当社及び連結子会社が希望退職者の募
集を行い、応募者が退職したことによるものです。

使用人数 前連結会計年度末比増減
705名 126名減

借入先 借入額
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,140百万円
株式会社みずほ銀行 920百万円
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Ⅱ．会社の現況
１．株式の状況（2022年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数　　　9,947,800株
（2）発行済株式の総数　　　3,103,420株（自己株式40,071株を含む。）
（3）株主数　　　　　　　　　　2,346名
（4）大株主（上位10名）

（5）その他株式に関する重要な事項
　  　該当事項はありません。

２．新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

（注）１．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
　　　２． ＤＩＣ株式会社の所有株式は、同社が退職給付信託の信託財産として拠出しているものであります。（株

主名簿上の名義は、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口･ＤＩＣ株式会社口）」
であります。）

株　　主　　名 持株数 持株比率
三菱製紙株式会社 511,760株 16.70%
ＤＩＣ株式会社 457,020株 14.91%
株式会社読売新聞グループ本社 224,600株 7.33%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 188,700株 6.15%
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 112,700株 3.67%
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100,000株 3.26%
株式会社十六銀行 66,600株 2.17%
株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 51,800株 1.69%
三菱ＨＣキャピタル株式会社 48,800株 1.59%
株式会社みずほ銀行 45,000株 1.46%
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（注）１．  取締役柴崎憲二及び榎本雅彦の両氏は、社外取締役であります。
　　　２．  監査役齋藤剛及び井上晃の両氏は、社外監査役であります。
　　　３．  監査役齋藤剛氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもので

あります。
　　　４．  当社は、取締役柴崎憲二、榎本雅彦及び監査役齋藤剛の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出ております。
　　　５．  上記のほか当事業年度における取締役及び監査役の異動等は、次のとおりであります。
　　　　　  監査役齋藤淳一氏は2021年６月26日に逝去により退任し、同日付で補欠監査役石川浩之氏が監査役に

就任いたしました。
　　　　　  監査役石川浩之氏は2021年６月29日に任期満了により退任いたしました。
　　　　　  監査役田口量久氏は2021年６月29日に辞任により退任いたしました。

３．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

氏　　名 地　　位 担当及び重要な兼職の状況

阿　部　茂　雄 代表取締役
取締役会長

（重要な兼職の状況）
ＴＡＣ株式会社社外取締役

嶋　山　芳　夫 代表取締役
取締役社長 社長執行役員

北　條　文　雄 取　締　役 常務執行役員
新聞印刷事業部長

谷　川　隆　治 取　締　役
常務執行役員
生産構造改革本部長　兼
印刷・情報生産本部長

御地合　英　伸 取　締　役 執行役員
印刷・情報営業本部長

柴　崎　憲　二 取　締　役

榎　本　雅　彦 取　締　役

加　藤　立　人 常勤監査役

齋　藤　　　剛 監　査　役 齋藤剛税理士事務所所長
ファーストブラザーズ株式会社社外監査役

井　上　　　晃 監　査　役 三菱王子紙販売株式会社常勤顧問
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（2）責任限定契約の内容の概要
　  　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当
該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、
善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　  　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ

保険）契約を締結しております。同保険の被保険者は当社及び子会社の取締役、執行役員及び監
査役であり、填補対象とされる保険事故は、株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟などです。た
だし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因する損害賠償請求については、填
補されません。なお、保険料は、当社が全額を負担しております。

（4）取締役及び監査役の報酬等
　①　報酬等の決定方針
　　  　取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役会が当社の

事業規模、業界水準を勘案して定め、指名報酬委員会にて承認を受けた報酬基準を基礎として、
これに各人の職責、経験、能力及び実績を考慮の上、取締役会から委任を受けた代表取締役と
取締役が協議の上、決定しています。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定さ
れていることから、取締役会はその内容が方針に沿うものであり、相当であると判断しており
ます。監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職責、経験、
能力及び実績に基づいて、監査役の協議にて決定しております。また、長期業績連動報酬の性
格を持たせるため、報酬の一部を自社株取得を目的とする報酬として、持株会を通じた自社株
購入に充当するものとしております。
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　②　報酬等の総額

（5）社外役員に関する事項
　①　重要な兼職先と当社との関係
　　  　監査役齋藤剛氏が社外監査役を務めているファーストブラザーズ株式会社と当社との間に、

特別の関係はありません。
　　  　監査役井上晃氏が常勤顧問を務めている三菱王子紙販売株式会社は当社大株主三菱製紙株式

会社の子会社であります。
　②　当事業年度における主な活動状況
　　ア．取締役会及び監査役会への出席状況

（注）１．  上記には、当事業年度中に退任した監査役２名を含んでおりますが、無報酬の退任監査役１名は含まれ
ておりません。

　　　２．  取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　３．  取締役の報酬限度額は、2005年６月29日開催の第103回定時株主総会決議において月額3,000万円 

以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
　　　４．  監査役の報酬限度額は、1994年２月15日開催の臨時株主総会決議において月額500万円以内と決議い

ただいております。

区　分 支給
人数

報酬等の総額
計基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取　締　役 ７名 88百万円 －百万円 －百万円 88百万円
監　査　役 ５名 19百万円 －百万円 －百万円 19百万円

計 12名 108百万円 －百万円 －百万円 108百万円

地位及び氏名
取締役会 （16回開催） 監査役会 （15回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率
回 ％ 回 ％

取締役　柴崎憲二 16 100 ― ―
取締役　榎本雅彦 16 100 ― ―
監査役　齋藤　剛 15 93 14 93
監査役　井上　晃 13 100 12 100

（注） 監査役井上晃氏の出席率は、就任後のそれぞれの開催回数(取締役会13回、監査役会12回)より計算してお
ります。
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　　イ．取締役会、監査役会等における活動状況
　　　　  　取締役柴崎憲二、榎本雅彦及び監査役井上晃の各氏は、企業経営全般について、豊富な

経験と幅広い見識に基づき議案審議等に必要な発言、助言を行っております。また、取締
役柴崎憲二及び榎本雅彦の両氏は、指名報酬委員会委員を務め、取締役等の指名、報酬に
ついて審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。

　　　　  　監査役齋藤剛氏は、税理士としての専門的見地から適宜発言を行っております。また各
氏は、必要に応じコンプライアンス体制及び運用状況について質問し、取締役会の意思決
定の適法性、妥当性を確保するための発言、提言を行っております。

　③　報酬等の総額

４．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称
　　有限責任監査法人トーマツ

（2）報酬等の額

（注）１． 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計
監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについ
て必要な検証を行なったうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第１項の同意を行なっ
ております。

　　　２． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含め
ております。

区　　　　　分 支払額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 56百万円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 56百万円

支給人員 支給額
社外役員の報酬等の総額 ４名 24百万円
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（3）非監査業務の内容
　  　該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　  　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任理由に該当すると判断した

場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初の株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたし
ます。

　  　また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、専門性及び職務等を確認し、不適当であ
ると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出いた
します。

（5）会計監査人の業務停止処分に関する事項
　　該当事項はありません。

５．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制
　  　当社は、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）整備に関する基本方針を下記

のとおり定めております。
　・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令･定款に適合することを確保する

ための体制
　・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　・当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
　・当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　・ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び

当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に関する指示の実効性に関す
る事項
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　・ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制

　・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

上記方針に基づく体制構築への活動は次のとおりであります。
　①　コンプライアンス体制構築への取り組み
　　　  　光村印刷グループは、企業の社会的責任を果たし、社会からの信頼に応えていく企業集団

であることを目指すため、コーポレートガバナンス基本方針を制定し、その活動指針として
「光村印刷グループ企業行動指針」を定め、法令の遵守、基本的人権の尊重、企業活動の透明性、
品質の向上と安全性の確保、環境との共生、社会貢献活動への参加、反社会的勢力との断絶
等を定め役員及び社員全員への周知と浸透を図っております。

　　　  　また、個人情報や特定個人情報の適切な取扱いに関する基本方針を定めるほか、公益通報
者保護については、社内窓口と、社外窓口として弁護士へのホットラインを設置した「コン
プライアンス相談・通報窓口」制度を運用しております。上記取り組みにつきましては、当
社ホームページ上にも公開しております。

　　　  　一人一人があらゆる活動において法令遵守と企業倫理を徹底することが不可欠との考えか
ら、社会の信頼に応えていくため取り組んでおります。

　②　損失の危険の管理に関する体制構築への取り組み
　　　  　当社は損失の危険の管理に関する規定その他の体制について、次のように取り組んでおり

ます。
　　　  　内部統制活動の強化は当社の大きな課題であります。企業の損失を極力抑制し、財務の安

全性・健全性を確保した上で、継続的に収益の拡大化をサポートするためには、会社のどこ
に「リスク」が存在するかを役員が認識し、「リスク」の顕在化を防ぎ、予防することが鍵
となります。

　　　  　そこで、各事業部の責任者・役員が共通認識として自部門の課題や問題点を把握し、コン
プライアンス部が中心となって調査を行い、その解決状況を含めて取締役会に報告し討議す
る体制としております。
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　　　  　また、当社子会社につきましては、定期的に関係会社社長会を開催し、子会社に対して、
業務及び取締役等の職務の執行状況、経営状況、財務状況その他重要な情報を的確に把握す
るため、当該社長会における報告及び関係資料等の提出を求める体制としております。

　③　内部統制有効性評価の実施
　　　  　「内部統制実施計画」に沿って策定した販売、購買等の「業務記述書」、「業務フロー」、「リ

スク・コントロール・マトリクス」に基づき、コンプライアンス部が各業務プロセスにおけ
る内部統制の有効性の評価を実施いたしました。その結果、重要な不備は発見されておりま
せん。

　④　監査役の監査体制構築への取り組み
　　　  　監査役は取締役会及び執行役員会等重要会議に出席し、取締役から月次の業務の執行状況、

計画達成のための具体的施策、担当部門の課題解決の進捗状況など詳しく報告を受けており
ます。必要に応じて質問し、または重要な決裁書類等を閲覧するなどにより、取締役の業務
執行状況が効率的かつ法令・定款に適合しているか監視・検証しております。

　　　  　特に、各事業所の業務監査を通じて、内部統制システムの基本方針及び具体的施策が末端
まで周知徹底され、効率的な業務の遂行がルール通り実施されているか、コンプライアンス
部と連携して調査・確認を行っております。

　　　  　また、社長と適宜面談し、経営全般の状況について意見交換を行っております。
（2）剰余金の配当等の決定に関する方針
　  　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題と位置づけております。配当につきましては、

企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるために必要となる内部留保の充実を確保しつ
つ、業績や配当性向などを総合的に勘案しながら安定的・継続的に行うことを基本方針としてお
ります。なお、自己株式の取得及び処分につきましては、市場環境や資本効率等を勘案し、適切
な時期に実施することとしております。

　  　当社は、定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けておりますが、配
当の実施につきましては、株主の皆様のご意向を直接伺う機会を確保するため、第120回定時株
主総会の決議事項といたしました。

（注）本事業報告に記載の数値は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連　結　貸　借　対　照　表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　　目 金　額
［資産の部］
流　動　資　産 9,133,635
  現 金 及 び 預 金 2,546,634
  受 取 手 形 331,793
  売 掛 金 2,012,779
  製 品 705,759
  仕 掛 品 264,351
  原 材 料 106,311
  有 価 証 券 2,500,000
  未 収 還 付 法 人 税 等 531,340
  そ の 他 136,664
  貸 倒 引 当 金 △ 2,000
固　定　資　産 17,969,281
� 有 形 固 定 資 産 12,276,437
  建 物 及 び 構 築 物 4,744,992
  機 械 装 置 及 び 運 搬 具 1,741,159
  工 具 器 具 備 品 45,453
  土 地 3,661,010
  リ ー ス 資 産 497,034
  建 設 仮 勘 定 1,586,786
� 無 形 固 定 資 産 74,802
� 投資その他の資産 5,618,041
  投 資 有 価 証 券 4,656,193
  繰 延 税 金 資 産 118,513
  退 職 給 付 に 係 る 資 産 751,764
  そ の 他 148,845
  貸 倒 引 当 金 △ 57,275

資　産　合　計 27,102,916

科　　　　　目 金　額
［負債の部］
流　動　負　債 5,717,544
  支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,718,115
  短 期 借 入 金 2,610,000
  １年内返済予定の長期借入金 200,000
  リ ー ス 債 務 247,938
  未 払 費 用 395,967
  未 払 法 人 税 等 26,920
  賞 与 引 当 金 146,205
  契 約 負 債 14,700
  そ の 他 357,697
固　定　負　債 4,198,539
  長 期 借 入 金 150,000
  リ ー ス 債 務 526,525
  役 員 退 職 慰 労 引 当 金 24,461
  退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,477,677
  繰 延 税 金 負 債 1,689,995
  そ の 他 329,878

負　債　合　計 9,916,083
[純資産の部]
株　主　資　本
� 資 　 本 　 金 5,607,886
� 資 本 剰 余 金 4,449,556
� 利 益 剰 余 金 5,702,266
� 自 己 株 式 △�86,687

株�主�資�本�合�計 15,673,021
その他の包括利益累計額
� その他有価証券評価差額金 1,250,632
� 退職給付に係る調整累計額 82,467
その他の包括利益累計額合計 1,333,100

非支配株主持分 180,711
純 資 産 合 計 17,186,833
負債純資産合計 27,102,916
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連　結　損　益　計　算　書
（自2021年４月１日至2022年３月31日）

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額
売 上 高
売 上 原 価

15,412,550
12,382,150�

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

3,030,400
2,809,444

営 業 利 益
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金
助 成 金 等 収 入
そ の 他

122,589
82,414
50,587

220,955

255,592

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

52,033 
8,020 60,053

経 常 利 益 416,494
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
事 業 譲 渡 益

9,379
301,636
40,000 351,016

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損
固 定 資 産 売 却 損
減 損 損 失
希 望 退 職 関 連 費 用
事 業 撤 退 損

5,247
12,644

115,211
354,930
69,600 557,634

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

83,680
71,731

209,876

155,411

当 期 純 利 益
非支配株主に帰属する当期純利益

54,464
4,839

親会社株主に帰属する当期純利益 49,625
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貸　借　対　照　表
(2022年３月31日現在)

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　　目 金　額
[負債の部]
流　動　負　債 6,016,289
  支 払 手 形 1,047,146
  買 掛 金 572,593
  短 期 借 入 金 3,210,000
  １年内返済予定の長期借入金 200,000
  リ ー ス 債 務 237,241
  未 払 金 111,791
  未 払 費 用 355,154
  預 り 金 17,099
  設 備 関 係 支 払 手 形 114,783
  賞 与 引 当 金 94,000
  契 約 負 債 11,653
  そ の 他 44,826
固　定　負　債 3,263,060
  長 期 借 入 金 150,000
  リ ー ス 債 務 516,045
  退 職 給 付 引 当 金 953,820
  役 員 退 職 慰 労 引 当 金 8,512
  繰 延 税 金 負 債 1,304,804
  そ の 他 329,878

負　債　合　計 9,279,350
［純資産の部］
株　主　資　本
資 　 本 　 金 5,607,886
資 本 剰 余 金 4,449,556

資 本 準 備 金 4,449,556
利 益 剰 余 金 4,441,555

利 益 準 備 金 701,359
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,740,195

固定資産圧縮特別勘定積立金 1,256,702
退 職 給 与 積 立 金 2,700
別 途 積 立 金 2,862,200
繰 越 利 益 剰 余 金 △ 381,407

自 己 株 式 △�86,687
株主資本合計 14,412,310

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,286,725
評価・換算差額等合計 1,286,725
純 資 産 合 計 15,699,036
負債純資産合計 24,978,386

科　　　　　目 金　額
［資産の部］
流　動　資　産 7,394,246
  現 金 及 び 預 金 1,261,319
  受 取 手 形 230,705
  売 掛 金 1,495,713
  製 品 603,170
  原 材 料 49,792
  仕 掛 品 210,402
  有 価 証 券 2,500,000
  未 収 入 金 417,408
  未 収 還 付 法 人 税 等 527,961
  前 払 費 用 66,905
  関 係 会 社 短 期 貸 付 金 18,000
  そ の 他 13,866
  貸 倒 引 当 金 △ 1,000
固　定　資　産 17,584,140
� 有 形 固 定 資 産 10,759,760
  建 物 4,458,417
  構 築 物 73,477
  機 械 装 置 1,615,205
  車 両 及 び 運 搬 具 1,149
  工 具 器 具 備 品 34,586
  土 地 2,511,922
  リ ー ス 資 産 478,399
  建 設 仮 勘 定 1,586,603
� 無 形 固 定 資 産 66,732
  借 地 権 39,682
  そ の 他 27,049
� 投資その他の資産 6,757,648
  投 資 有 価 証 券 4,504,152
  関 係 会 社 株 式 1,486,697
  関 係 会 社 長 期 貸 付 金 24,500
  そ の 他 792,725
  貸 倒 引 当 金 △ 50,427

資　産　合　計 24,978,386
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（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額
売 上 高
売 上 原 価

11,829,093
9,277,911

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

2,551,182
2,276,887

営 業 利 益
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金
助 成 金 等 収 入
そ の 他

158,942
44,568
40,023

274,294

243,534

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

57,365
8,023 65,388

経 常 利 益 452,440
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 301,636 301,636

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損
減 損 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損
希 望 退 職 関 連 費 用
事 業 撤 退 損

1,347
115,211
877,591
301,770
69,600 1,365,521

税 引 前 当 期 純 損 失
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額

38,185
77,886

△�611,444

116,071

当 期 純 損 失 △�727,516

損　益　計　算　書
（自2021年４月１日至2022年３月31日）

（単位：千円）
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2022年５月26日
光 村 印 刷 株 式 会 社
　 取 締 役 会 　　御　中 有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
 東 　 京 　 事 　 務 　 所

 指定有限責任社員　公認会計士　川　島　繁　雄　
 　 業 務 執 行 社 員

 　指定有限責任社員　公認会計士　男　澤　江利子　
 　 業 務 執 行 社 員

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、光村印刷株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、光村印刷株
式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

　・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・ 　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上
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2022年５月26日
光 村 印 刷 株 式 会 社
　 取 締 役 会 　　御　中 有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
 東 　 京 　 事 　 務 　 所

 　指定有限責任社員　公認会計士　川　島　繁　雄　
 　 業 務 執 行 社 員

 　指定有限責任社員　公認会計士　男　澤　江利子　
 　 業 務 執 行 社 員

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、光村印刷株式会社の2021年４月１日から2022年
３月31日までの第120期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
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るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

　・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために 
セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第120期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　（1）  　監査役会は、当期の監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　（2）  　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　　　①  取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　　②    事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

　　　③  会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　　  　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　（1）  　事業報告等の監査結果
　　　①  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。
　　　②    取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
　　　③  内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

　（2）  　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（3）  　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　　2022年５月26日

 光村印刷株式会社
 監　査　役　会
 常 勤 監 査 役　　　　　加　藤　立　人　◯印
 監　　査　　役　　　　　齋　藤　　　剛　◯印
 監　　査　　役　　　　　井　上　　　晃　◯印

　　　　（注）  監査役のうち齋藤剛、井上晃は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

以　上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　１．剰余金の処分に関する事項
　　 　株主の皆さまへ安定的な配当を実施するため、別途積立金取り崩しのご承認をお願いするも

のであります。
　　（1）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　862,200,000円
　　（2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　862,200,000円

　２．期末配当に関する事項
　 　当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な課題と位置づけております。配当につきまして

は、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるために必要となる内部留保の充実を確保し
つつ、業績や配当性向などを総合的に勘案しながら安定的・継続的に行うことを基本方針として
おります。

　 　以上の方針に基づき、期末配当金につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じ
ます。
　　（1）配当財産の種類

金銭といたします。
　　（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は153,167,450円となります。

　　（3） 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日といたしたいと存じます。
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第２号議案　定款一部変更の件
１．定款変更の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が令和４年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり当社定款を変更するものであります。

（1） 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。

（2） 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。

（3） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。

（4） 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
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２．定款変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款 変　更　案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第14条　 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類および連結計
算書類に記載または表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところに従いイン
ターネットを利用する方法で開示することに
より、株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。

（新　設）

（新　設）

（削　除）

（電子提供措置等）
第14条　 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類等の内容である情報について、電子
提供措置をとるものとする。

　　 ２　 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載しないこと
ができる。

（附則）
１． 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法

律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書き
に規定する改正規定の施行日（以下「施行日」と
いう）から効力を生ずるものとする。

２． 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、
変更前定款第14条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）はなお効力を有す
る。

３． 本附則は、施行日から６か月を経過した日または
前項の株主総会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。

（下線部分は変更部分）

以　上
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第３号議案　取締役７名選任の件
　取締役７名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めまして取締役７名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１ 阿
あ

　部
べ

　茂
しげ

　雄
お

（1949年10月26日生）

1972年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2002年６月 当社取締役
2005年６月 当社上席執行役員
2008年６月 当社常務執行役員
2012年６月 当社専務執行役員
2014年６月 当社副社長執行役員
2015年６月 当社代表取締役社長
 当社社長執行役員
2021年６月 当社代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
2015年６月 ＴＡＣ㈱社外取締役（現任）

取締役候補者とした理由
阿部茂雄氏は、2015年より当社の代表取締役社長を、2021
年より代表取締役会長を務めております。経営全般に関する豊
富な業務経験、実績、見識を有していることから、引き続き取
締役候補者といたしました。

31,694株

２ 嶋
しま

山
やま

芳
よし

夫
お

（1958年４月25日生）

1981年４月 当社入社
2012年８月 当社執行役員
2013年６月 当社取締役
2015年６月 当社上席執行役員
2017年６月 当社常務執行役員
2019年６月 当社専務執行役員
2020年６月 当社副社長執行役員
2021年６月 当社代表取締役社長（現任）
 当社社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
嶋山芳夫氏は、2021年より当社の代表取締役社長として経営を
担っております。経営全般に関する豊富な業務経験、実績、見
識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

10,787株

再 任

再 任
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候補者
番　号

氏　　　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

３ 北
ほう

條
じょう

文
ふみ

雄
お

（1958年６月28日生）

1982年４月 当社入社
2006年６月 当社執行役員
2010年６月 当社取締役（現任）
2017年６月 当社常務執行役員（現任）
 新聞印刷事業部長（現任）

取締役候補者とした理由
北條文雄氏は、2006年より当社の業務執行役員を、2014年
より当社子会社の群馬高速オフセット㈱代表取締役社長を歴任
した後、2017年より当社の業務執行役員を務めております。
当社事業に関する豊富な業務経験と実績及び経営全般に関する
知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしま
した。

9,897株

４ 谷
たに

川
かわ

隆
りゅう

治
じ

（1959年３月24日生）

1981年４月 ㈱細川活版所（現当社）入社
2014年６月 当社執行役員
2017年６月 群馬高速オフセット㈱取締役
2019年６月 当社取締役（現任）
 当社上席執行役員
2020年９月 生産構造改革本部長 兼
 印刷・情報生産本部長（現任）
2021年６月 当社常務執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
谷川隆治氏は、2014年より当社の業務執行役員を、2017年
より当社子会社の群馬高速オフセット㈱取締役を歴任した後、
2019年より当社の業務執行役員を務めております。
当社事業に関する豊富な業務経験と実績及び経営全般に関する
知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしま
した。

3,211株

再 任

再 任
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候補者
番　号

氏　　　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

５ 御
お

地
ち

合
あい

　英
ひで

　伸
のぶ

（1966年10月14日生）

1990年 ４月 当社入社
2019年 ６月 当社執行役員（現任）
2020年11月 印刷・情報営業本部長（現任）
2021年 ６月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由
御地合英伸氏は、2019年より当社の業務執行役員を務めてお
ります。
当社事業に関する豊富な業務経験と実績及び経営全般に関する
知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしま
した。

2,730株

6 柴
しば

　崎
さき

　憲
けん

　二
じ

（1948年２月21日生）

1966年３月 大和運輸㈱（現ヤマト運輸㈱）入社
2005年４月 同社執行役員
2006年７月 同社常務執行役員
2008年４月 同社代表取締役
2009年６月 同社監査役
2013年６月 同社顧問
2015年６月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
柴崎憲二氏は、ヤマト運輸㈱における会社経営に関する豊富な
経験と高い見識を有しており、当社の業務執行の監督機能強化
への貢献及び経営全般についての助言・提言が期待されること
から、引き続き社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をも
って７年となります。

3,884株

再 任

再 任 社 外 独 立
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　（注）１．各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
　　　２．所有する当社株式の数には、持株会名義の株式を含んでおります。
　　　３．当社は、柴崎憲二、榎本雅彦の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
　　　４． 当社は、柴崎憲二、榎本雅彦の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令の定める額を限度と

して同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、
当該契約を継続する予定であります。

　　　５． 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結
しております。同保険の被保険者は当社及び子会社の取締役、執行役員及び監査役であり、填補対象とされる保
険事故は、株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟などです。ただし、法令違反の行為であることを認識して行っ
た行為に起因する損害賠償請求については、填補されません。なお、保険料は、当社が全額を負担しております。
本議案の候補者全員が同保険の被保険者であり、本議案が承認された場合は、引き続き被保険者となる予定であ
ります。

候補者
番　号

氏　　　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

7 榎
えの

　本
もと

　雅
まさ

　彦
ひこ

（1953年11月15日生）

1977年４月  プロセス資材㈱（現富士フイルムグローバル
グラフィックシステムズ㈱）入社

2008年４月 同社中部支社長
2009年６月 同社大阪支社長
2010年６月 同社執行役員
2014年６月 同社常務執行役員
2016年６月 同社参与
2018年６月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
榎本雅彦氏は、富士フイルムグローバルグラフィックシステム
ズ㈱における会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有して
いることから、当社の業務執行の監督機能強化への貢献及び経
営全般についての助言・提言が期待されることから、引き続き
社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をも
って４年となります。

1,071株

再 任 社 外 独 立
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いい
たしたいと存じます。補欠監査役候補者は次のとおりであり、滝口幸司氏を監査役加藤立人氏の補
欠として選任いたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております｡

氏　　　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

滝
たき

口
ぐち

幸
こう

司
じ

（1963年１月８日生）

1985年 ４月 ㈱細川活版所（現当社）入社
2019年 ２月 管理本部環境管理部長
2020年11月 管理本部コンプライアンス部長（現任）

補欠監査役候補者とした理由
滝口幸司氏は、2019年より環境管理部長を、2020年よりコン
プライアンス部長を務めております。管理部門において内部統
制に関する豊富な業務経験と実績を有していることから、当社
の補欠監査役に適任であると判断し、補欠監査役候補者といた
しました。

364株

　（注）１．当該候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
　　　２．所有する当社株式の数には、持株会名義の株式を含んでおります。
　　　３． 当社は、当該候補者が監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令

の定める額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
　　　４． 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約

を締結しております。同保険の被保険者は当社及び子会社の取締役、執行役員及び監査役であり、填補対
象とされる保険事故は、株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟などです。ただし、法令違反の行為である
ことを認識して行った行為に起因する損害賠償請求については、填補されません。なお、保険料は、当社
が全額を負担しております。本議案の当該候補者が監査役に就任した場合は、新たに被保険者となる予定
であります。
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第５号議案　資本金の額の減少の件
　今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定
に基づき、資本金の額を減少して、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるも
のであります。
　なお、本件は、貸借対照表における科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるも
のではございません。また、発行済株式総数、株主の皆さまが所有する株式数に影響を与えるもの
ではございません。

（1）減少する資本金の額及び方法
　　 2022年３月31日現在の資本金の額5,607,886,649円を5,507,886,649円減少して100,000,000円 

とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
（2）資本金の額の減少が効力を生じる日
　　2022年８月２日（予定）

以　上
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（ご参考）
　当社では、取締役及び監査役候補者の指名、選任にあたっては、取締役会議案審議に必要
な広範な知識、経験及び実績を具備していること。管掌部門の問題を的確に把握し、他の役
職員と協力して問題を解決する能力があること。人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹
する見識を有することを基準としております。また、社外役員の選任にあたっては、「社外
役員の独立性に関する基準」を設け、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役
または社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

社外役員の独立性に関する基準

　当社は、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、当社において合理的に可能な範囲
で調査した結果、以下に定める項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有していると
判断します。

（1）  現在又は過去において、当社及び当社の子会社（以下、併せて「当社グループ」という）
の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、理事、事業部長格以上の上級管理職にある
使用人）であった者。

（2 ）  当社グループを主要な取引先（※）とする者又はその業務執行者。もしくは、当社グルー
プの主要な取引先又はその業務執行者。

　　（※）  主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、当社グループとの取引
の支払額もしくは受取額が、当社グループもしくは相手方の年間連結売上高の２％
以上を占めている者をいう。

（3）  当社グループの主要な借入先（※）である金融機関その他の大口債権者又はその親会社
もしくは子会社の業務執行者。

　　（※）  主要な借入先とは、現在又は直前事業年度末において、当社グループの資金調達
において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいう。

（4）  当社の大株主（※）又はその業務執行者。もしくは、当社グループが大株主となってい
る者の業務執行者。

　　（※）  大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者をいう。
（5）  当社グループの会計監査人である監査法人の代表社員、社員、パートナー又は従業員。
（6）  当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭（※）その他の財産を得ている弁護士、

公認会計士、コンサルタント等。
　　（※）  多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、

団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
（7）  当社グループから多額の寄付（※）を受けている法人・団体等の理事その他の業務執

行者。
　　（※）  多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円又は当該組織の年間

総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう。
（8）  当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社もしくは

子会社の業務執行者
（9）  過去３年間において、上記（2）から（8）までのいずれかに該当していた者
（10 ）  近親者（配偶者及び二親等以内の親族もしくは同居の親族）が、上記（1）から（9）までの

いずれかに該当している者
以　上

41

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類



メ　モ

42



目黒川
居
木
橋

●
コンビニ

湘南新宿ライン

山手線

公園

交番
●
交番
●

大崎駅

大崎ニューシティ
ゲートシティ大崎

〒

大井町▶

横浜
▼

◀渋谷

▲
品
川

りんかい線

新東口

新西口

Think Park

北
改
札
口

南
改
札
口

光村印刷
株式会社

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

会　場 アクセス
光村印刷株式会社　本社
東京都品川区大崎一丁目15番９号
光村グラフィック・ギャラリー
電話　（03）3492－1181

株主総会会場ご案内略図

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン／
りんかい線

「大崎駅」下車南改札新東口より徒歩６分

東急バス（渋谷駅⇔大井町駅）「居木橋」前

目黒川
居
木
橋

●
コンビニ

湘南新宿ライン

山手線

公園

交番
●

大崎駅

大崎ニューシティ
ゲートシティ大崎

〒

大井町▶

横浜
▼

◀渋谷

▲
品
川

りんかい線

新東口

新西口

Think Park

北
改
札
口

南
改
札
口

光村印刷
株式会社

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。




